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卸売市場法関係事務処理要領 
（平成２７年８月策定） 
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卸売市場法関係事務処理要領 
 
（趣旨） 
第１条 この要領は、事務処理の効率化に資することを目的として、卸売市場法（昭和４６

年法律第３５号。以下「法」という。）、千葉県卸売市場条例（昭和４６年千葉県条例   

第６９号。以下「条例」という。）及び千葉県卸売市場条例施行規則（昭和４６年千葉県

規則第１０４号。以下「規則」という。）の規定に基づく申請、届出等の事務の具体的   

処理について定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この要領における用語の意義は、それぞれ法及び条例に定めるところによる。 
（許可事項等） 
第３条 地方卸売市場、小規模卸売市場における許可等の事項、申請書等の様式、添付書類

等については別表のとおりとする。 
（書類の経由） 
第４条 条例及び規則の規定により、知事に提出しなければならない申請書等の書類は、 

当該卸売市場の所在地を所管区域とする農業事務所長を経由するものとする。なお、主と

して水産物の卸売を行う卸売市場にあっては、その所在地を所管区域とする水産事務所

長を経由する。 
（申請書等の部数） 
第５条 申請書等の部数は、公設地方卸売市場開設者に係るものについては正本１通、  

副本２通、それ以外のものについては正本１通、副本１通とする。 
附則 
（施行期日） 
１ この要領は、平成２６年８月１日から施行する。 
（旧要領の廃止） 
２ この要領の施行日の前日において施行されていた同名の要領は、同日をもって廃止 

する。 
 



―別表― 
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適用 申請者 手続 申請様式 添付書類 備考 関連法令 

１ 地方卸売市場 

（１）開設者 

ア 開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 廃止 

 

 

 

 

ウ 許可証の再交付 

 

  

エ 業務規程の変更 

(ｱ)地方卸売市場の名称、位置及び

面積 

(ｲ)取扱品目 

(ｳ)開場の期日及び期間 

(ｴ)卸売の業務に係る売買取引及び

決済の方法（委託手数料に関する事

項にあっては、徴収の方法、額の決

定、額の周知に関する事項） 

(ｵ)卸売の業務に係る物品の品質管

理の方法 

(ｶ)卸売の業務に行う者に関する事

項 

(ｷ)卸売の業務を行う者以外の関係

事業者に関する事項 

(ｸ)施設の使用料 

(ｹ)市場秩序の保持に関すること、

清潔の保持に関すること、関係事業

者の報告及び資料の提出に関する

こと、市場施設管理に関すること、

関係規程の制定に関すること 

 

オ 業務規程の軽微な変更 

(ｱ)地方卸売市場の市場ごとの面積

の１０％以内増減 

(ｲ)卸売業者又は仲卸業者の預託す

べき保証金の額として定める金額

の１０％以内増減 

(ｳ)卸売業者、仲卸業者等が市場内

で使用する用地、建物その他施設に

係る施設使用料の１０％を超えて

の増減以外 

 (ｴ)附属営業人に関すること 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

開設者 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可 

 

 

 

 

― 

 

 

承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６号 

 

 

 

 

第４号 

 

 

第２５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

ア 業務規程（法５６条） 

イ 事業計画（法５６条） 

ウ 条例第２条第２項の添付書類 

（規則第２条第３項） 

(ｱ)地方公共団体 

・地方卸売市場設置条例 

 ・市場関係組織図 

・市場の位置図及び見取図又は写真 

(ｲ)地方公共団体以外の法人 

・定款 

・履歴事項全部証明書 

・役員の戸籍抄本及び履歴書 

・株式会社である場合には株主の氏名及

び持株数を記載した書面 

・申請時の直前の決算に係る賃借対照

表、損益計算書及び財産目録 

・市場の位置図及び見取図又は写真 

(ｳ)個人 

・申請者（その者に代理人があるときは

その者及び法定代理人）の戸籍抄本及び

履歴書 

・市場の位置図及び見取図又は写真 

 

ア 法人にあっては総会における議事

録の写し又はこれに代わるべき書類（規

則第１０条） 

イ 許可証（規則第１０条） 

 

き損または汚損の場合は、現に交付され

ている許可証（規則第４条第２項） 

 

変更部分に係る変更前と変更後を対比

できる書類 

（規則第１８条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止しようとす

る日の３０日前

まで 

 

 

滅失、き損、又は

汚損したとき 

 

・(ｳ)から(ｷ)ま

でに掲げる事項

の変更について

は、意見を述べ

ることについて

正当な理由を有

する者のうちか

ら開設者が指名

して選定した、

卸売業者、仲卸

業者、買受人そ

の他の利害関係

者の意見を聴か

なければならな

い。 

・ただし、市場

取引委員会の意

見を聴いたとき

は、この限りで

ない。 

 

 

法第５５～５７条 

条例第２、第３条 

規第２条、第３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第６０条 

条例第１１条 

規則第１０条 

 

 

条例４条第３項 

規則第４条第２項 

 

法第６４条 

条例第２２条 

規則第１８条 

第１項・第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則第１８条第２項 
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適用 申請者 手続 申請様式 添付書類 備考 関連法令 

カ 事業計画の変更 

 

 

 

 

 

キ 譲渡し及び譲受け 

 

 

 

 

 

 

 

ク 合併及び分割 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 死亡に伴う業務の相続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 名称変更等 

(ｱ)卸売市場の業務を開始し、休止

し、又は再開したとき 

(ｲ)氏名若しくは名称又は住所に変

更があったとき 

(ｳ)法人である場合にあっては、資

本金若しくは出資の額又は役員に

変更があったとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

譲渡人及び

譲受人 

 

 

 

 

 

 

合 併 及 び 

分割をする

者 

 

 

 

 

 

相続人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６号 

 

 

 

 

 

第６号 

 

 

 

 

 

 

 

第８号 

 

 

 

 

 

 

 

第１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）任意で求めるものは以下のとおり 

・変更部分に係る変更前と変更後を対比

できる書類等 

例：施設の配置図、事業費及び償却に関

する計画書 

 

ア 譲渡契約書の写し（規則第５条第１

項） 

イ 規則第２条第３項各号の添付書類 

（規則第５条第１項） 

（※）「開設」参考 

 

 

 

ア 合併契約書又は分割契約書（新設分

割の場合にあっては、分割計画書）の写

し（規則第５条第２項） 

イ 規則第２条第３項第２号に掲げる

書類 

（規則第５条第２項） 

（※）「開設」参考 

 

ア 被相続人の死亡を証明する書類（規

則第６条） 

イ 相続人が２人以上ある場合におい

ては、開設を承継すべき相続人であるこ

とを証する書類（規則第６条） 

ウ 相続人（その者に代理人があるとき

はその者及び法定代理人）の戸籍抄本及

び履歴書（規則第６条） 

エ 市場の位置図及び見取図又は写真

（規則第６条） 

 

（※）開設の許可申請時より変更のあっ

た以下の添付書類について再提出をす

る 

・役員の履歴書 

・役員の戸籍抄本 

・役員の身分証明書 

・役員の住民票抄本 

・履歴事項全部証明書    等 

（※）任意で求めるものは以下のとおり 

・総会における議事録の写し 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者と卸売業

者が同一であっ

て当該認可を同

時に申請する時

は、卸売業者に

係る手続を省略

できる 

 

開設者と卸売業

者が同一であっ

て当該認可を同

時に申請する時

は、卸売業者に

係る手続を省略

できる 

 

被相続人の死亡

後６０日以内に

認可を受けるこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

遅滞なく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第２２条第３項 

規則第１８条第４項 

 

 

 

 

条例第５条 

第１・３・４項 

規則第５条 

第１項・第３項 

 

 

 

 

条例第５条 

第２・３・４項 

規則第５条 

第２項・第３項 

 

 

 

 

条例第６条 

規則第６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第７条 

規則第７条 
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適用 申請者 手続 申請様式 添付書類 備考 関連法令 

（２）卸売業者 

ア 開業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 許可証の再交付 

 

 

 

エ 譲渡し及び譲受け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 合併及び分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

譲渡人及び

譲受人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併及び分

割をする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号 

 

 

 

第７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 開設者の意見書（法第５８条第３

項） 

イ 条例第８条第３項（条例第２条第２

項）の添付書類（規則第８条第３項) 

(ｱ)法人 

・定款 

・履歴事項全部証明書 

・役員の戸籍抄本及び履歴書 

・株式会社である場合には株主の氏名及

び持株数を記載した書面 

・申請時の直前の決算に係る貸借対照

表、損益計算書及び財産目録 

(ｲ)個人 

・申請者（その者に代理人があるときは

その者及び法定代理人）の戸籍抄本及び

履歴書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可証（規則第１１条） 

（※）任意で求めるものは以下のとおり 

・総会における議事録の写し 等 

 

 

 

 

 

 

 

き損または汚損の場合は、現に交付され

ている許可証 

（規則第４条第２項） 

 

ア 開設者の意見書（条例第９条第３

項） 

イ 譲渡契約書の写し（規則第５条第１

項） 

ウ 規則第２条第３項各号の添付書類 

（規則第５条第１項） 

（※）「開業」参考 

 

 

 

 

 

 

ア 開設者の意見書（条例第９条第３

項） 

イ 合併契約書又は分割契約書（新設分

割の場合にあっては、分割計画書）の写

し（規則第５条第２項） 

ウ 規則第２条第３項第２号に掲げる

書類 

（規則第５条第２項） 

（※）「開業」参考 

 

 

 

 

 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

・開設者と卸売

業者が同一であ

って当該許可を

同時に申請する

時は、以下を省

略できる 

a.許可申請書に

おける「業務開

始後三年間の取

扱品目ごとの取

扱数量及び金額

の見込み」、「業

務開始後三年間

の収支見込み」

についての記載 

b. 条例第８条

第３項（条例第

２条第２項）の

添付書類 

 

・廃止しようと

する日の３０日

前までに 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、 

開設者を経由し

なければならな

い 

 

滅失し、き損し、

又は汚損したと

き 

 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

・開設者と卸売

業者が同一であ

って当該認可を

同時に申請する

時は、卸売業者

に係る手続を省

略できる 

 

エと同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第５８・５９条 

条例第８条 

規則第８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第１２条 

規則第１１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第９条第１項 

規則第４条第２項 

 

 

条例第９条 

規則第５条 

第１項・第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第９条 

規則第５条 

第２項・第３項 
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適用 申請者 手続 申請様式 添付書類 備考 関連法令 

カ 死亡に伴う業務の相続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 名称変更等 

(ｱ)卸売市場の業務を開始し、休止

し、又は再開したとき 

(ｲ)氏名若しくは名称又は住所に変

更があったとき 

(ｳ)法人である場合にあっては、資

本金若しくは出資の額又は役員に

変更があったとき 

 

 

 

ク 受託契約約款の定め 

  受託契約約款の変更 

 

 

 

 

 

ケ せり人の定め 

せり人の廃止 

 

 

 

 

 

コ 事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）仲卸業者 

ア 仲卸業者名簿 

 

 

 

 

 

 

 

相続人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

第１１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１号

様式（定

め） 

第２２号

様式 

（変更） 

 

第２３号

様式 

（定め） 

第２４号

様式 

（廃止） 

 

第１５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８号 

 

 

 

 

 

 

 

ア 開設者の意見書（条例第９条第３

項） 

イ 被相続人の死亡を証明する書類（規

則第６条） 

ウ 相続人が２人以上ある場合におい

ては、卸売の業務を承継すべき相続人で

あることを証する書類（規則第６条） 

エ 相続人（その者に代理人があるとき

はその者及び法定代理人）の戸籍抄本及

び履歴書（規則第６条） 

オ 市場の位置図及び見取図又は写真

（規則第６条） 

 

（※）開設の許可申請時より変更のあっ

た以下の添付書類について再提出をす

る 

・役員の履歴書 

・役員の戸籍抄本 

・役員の身分証明書 

・役員の住民票抄本 

・履歴事項全部証明書    等 

（※）任意で求めるものは以下のとおり 

・総会における議事録の写し 等 

 

受託契約約款（定め） 

 

 

 

 

 

 

規則第１６条で求めるものは下記のと

おり（定め） 

・せり人の住民票抄本 

・せり人の履歴書 

・せり人の身分証明書 

・せり人の経験年数を証する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

・被相続人の死

亡後６０日以内

に認可を受ける

こと 

 

 

 

 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

・遅滞なく 

 

 

 

 

 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

 

 

・すみやかに 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

 

・事業年度ごと

に 

・毎事業年度経

過後遅滞なく 

・電磁的記録の

作成をもって、

当該事業報告書

の作成に代える

ことができる 

・申請者が開設

者と異なる場合

にあっては、開

設者を経由しな

ければならない 

・水産業協同組

合の場合、水産

業協同組合法第

４０条第２項の

様式を使用 

 

・毎年４月１日

現在 

・４月末までに 

・新規仲卸業者

については備考

欄にその旨記載

すること 

 

条例第９条 

規則第６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第９条 

規則第７条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第１７条 

規則第１５条 

 

 

 

 

 

条例第１８条 

規則第１６条 

 

 

 

 

 

条例第１０条 

規則第９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第１３条第２項 

規則第１２条 
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適用 申請者 手続 申請様式 添付書類 備考 関連法令 

２ 小規模卸売市場 

（１）開設者 

ア 開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 届出事項の変更 

 

 

 

 

 

 

ウ 廃止 

 

 

 

 

 

 

（２）卸売業者 

ア 開業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 届出事項の変更 

 

 

 

 

 

 

ウ 廃止 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

開設者 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

 

 

 

卸売業者 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

 

 

 

 

届出 

 

 

第２７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９号 

 

 

 

 

 

 

第３１号 

 

 

 

 

 

 

 

第２８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０号 

 

 

 

 

 

 

第３２号 

 

 

ア 業務規程（条例第２５条第２項） 

イ 知事は、業務に関し必要な報告又は

資料の提出を求めることができる（条例

第２５条第３項） 

（※）イより求めるものは以下のとおり 

・定款 

・履歴事項全部証明書 

・市場の位置図及び見取図又は写真 

・所在市町村長の意見書    等 

 

知事は、業務に関し必要な報告又は資料

の提出を求めることができる（条例第２

５条第３項） 

（※）これより求めるものは以下のとお

り 

・変更前と変更後を対比できる書類 等 

 

知事は、業務に関し必要な報告又は資料

の提出を求めることができる（条例第２

５条第３項） 

（※）これより求めるものは以下のとお

り 

・総会における議事録の写し 等 

 

 

知事は、業務に関し必要な報告又は資料

の提出を求めることができる（条例第２

５条第３項） 

（※）これより求めるものは以下のとお

り 

・定款 

・履歴事項全部証明書 

・出資者の氏名及び出資額を記載した書

面 

・所在市町村長の意見書   等 

 

知事は、業務に関し必要な報告又は資料

の提出を求めることができる（条例第２

５条第３項） 

（※）これより求めるものは以下のとお

り 

・変更前と変更後を対比できる書類 等 

 

知事は、業務に関し必要な報告又は資料

の提出を求めることができる（条例第２

５条第３項） 

（※）これより求めるものは以下のとお

り 

・総会における議事録の写し 等 

 

 

 

・業務規程で定

める事項は、地

方卸売市場に係

る業務規程の記

載事項に準ずる

ものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第２５条 

規則第１９条 

第１項・第４項 

 

 

 

 

 

 

 

条例第２５条 

第１項・第３項 

規則第１９条第２項 

 

 

 

 

条例第２５条 

第１項・第３項 

規則第１９条第３項 

 

 

 

 

 

条例第２５条 

規則第１９条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第２５条 

第１項・第３項 

規則第１９条第２項 

 

 

 

 

条例第２５条 

第１項・第３項 

規則第１９条第３項 

 

 


